
社会福祉法人あおぞらつぐみ福祉会 

 

令和４年度事業計画 

 

１  所      在      地（法人本部） 大阪府東大阪市加納五丁目１２番２５号 

   あおぞらつぐみの家（生活介護） 大阪府東大阪市加納五丁目１２番２５号 

   ほ   た   る（生活介護） 大阪府東大阪市日下町７丁目３番５７号 

   短  期  入  所  部（短期入所）  大阪府東大阪市加納五丁目１２番２５号 

 

２  利 用 定 員  あおぞらつぐみの家  ３０名 

            ほ   た   る  ２５名 

             短 期 入 所 部      ４名 

 

３  職     員  施設長（管理者）     サービス管理責任者 

             支援員（看護師・医師）  事務員 

             委託調理員        その他 

 

４  事業計画年月日  令和４年４月１日 

 

５  法 人 基本理念   ① 一人一人の命の尊重 

② 人としての当たり前の生活 

③ 地域社会とのふれあい 

 

６  事業運営基本方針 

     障害福祉サービス「あおぞらつぐみの家・ほたる」は施設利用者と関係者、地域

の方々が共に協力しあい、どんなに重い障害を持っていても持てる力を精一杯発

揮し、励まし援助しあって『生きる・働く』喜びを創り出します。多くの方々の協

力と理解を得ながら、地域と共にある施設を目指します。 

 

７  利用者の処遇 

（１） 生活を通して 

     日々の活動や人・物・自然と関わる体験を通して自分から周りに働きかける

力を伸ばし、また集団のふれあいの中で自己表現の力を培い、人との関わりを

豊かにし認めあえる仲間集団を作ります。リズムのあるゆったりした日課の

なかで、より良い生活習慣と身辺・社会的自立を目指します。 

（２） 作業活動   

廃品回収等地域の方々との交流を図りながら、地域社会への貢献活動を展開



します。自主製品の開発等、物作りの楽しさを感じながら、各自の持つ力を生

かした主体的な取り組みを行います、様々な体験過程を通して働く喜びや達成

感を育てます。 

 

（３）リラクゼーション 

      エアートランポリンや運動マットなどの遊具を使用し、身体的機能を高め、協

調性・調和性の理解を深めます。また、入浴支援やマッサージ等でリラックス

して体調の調整も進めます。 

 

（４） 給 食 

     業務委託の調理員による給食を実施しており、利用者の一人一人にあっ          

た栄養のバランスを考え、形状を把握し提供をします。食べる事が利用者の楽

しみの一つとなるように工夫し、食の安全第 1に取り組んでいます。 

 

（５） 送 迎 

       バス・リフトカー・乗用車による送迎を行う。 

 

８  日 課            送迎 

         9：40 

                 朝の会 

        10：30 

                                 機能訓練・作業 

        11：20 

                 昼食 

        13：00 

                 休憩 

        13：30 

                 作業・レクリェーション 

        15：30 

 

                 終わりの会 

        16：00 

                 送迎  帰宅 

 

９  年間行事予定（レクレーション） 

    調理実習     クリスマス会 

   餅つき大会    土曜レク（毎月 1回第 3土曜）   その他 

 

10  健康管理 

    日々の利用者の身体的、精神的な変化に常に対応し、心身のふれあいの中で利用者



の身体的機能の維持、精神的安定と向上を図ります。 

    リラクゼーション機器などを使用し気持の高揚を静め、情緒不安をやわらげます。

また、保健・医療専門家等の定期的な健康チェックなどを通して、利用者の健康管理

を行います。近隣の医療機関とも連携を取り、緊急時に備えます。 

 

11  職員の心得 

（１） 利用者との信頼関係 

     利用者が心を開ける事が出来るように心がけ、それぞれの利用者に対してコ

ミュニケーションの方法を探究し、同じ視点に立ち、信頼関係を築いていく。 

（２） 職員間の信頼関係・資質向上と的確な判断 

     利用者のニーズや要求に応えられるように、ゆとり・忍耐力・包容力を持ち、

あらゆる角度から全体のバランスを考え、利用者が満足するように努める。 

     利用者と同じように職員間で信頼関係を築き、利用者についての情報交換や

日々の移り変わり等について論議を重ね検討し、連携を取り、利用者の理解、

把握に努める。 

     利用者の日々の体調の変化や成長過程に目を向け、また、様子を迅速に察知

し、突発的な事にも的確に判断し、対応できるよう常日頃から技術・知識の向

上を図る。また、定期的にＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）を実

施して、職員間と密にコミュニケーションを図り、職員の資質向上に努めてい

く。 

 

（３） より良い施設空間づくりと地域社会との調和 

     職員、利用者からの相談やアドバイスを素直に聞き入れ、職員自らも『明る

く・楽しく・元気に』利用者をはじめ、関係者と関わり、より良い施設空間作

りに努める。地域住民との関係を築き、また、他の福祉施設や医療・教育機関

との行事や研究会等を通して、社会や地域の動向を見つめ、施設事業に貢献す

る。 

今年度は５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾
しつけ

）を実施して、明るく清潔

で、働きやすい職場環境作りにも努める。 

 

12  職員研修 

    随時、専門分野研修、階層別研修等の実施を行い、サービスの向上を図ると共に、

福祉制度の変革にも対応する。職場内研修により業務改善と職場の活性化に務める。 

   また、今後は他事業所との合同研修も視野に入れ、意識向上を図る場も提供していく。 

 

 

13  リスクマネジメント 

    利用者の健康と安全の確保のため、ヒヤリ・ハット報告書等による事故の分析や危

機管理マニュアルを元に対応策を検討し、危険や事故等を未然に防止すると共に、事

故発生時は適切な対応を行い、再発防止のための対策に努める。 



 

14  防災計画 

    災害時ＢＣＰ（事業継続計画）を作成し、常時、災害には注意を払い、定期的に避

難訓練を行い災害に備えます。 

 

15  短期事業（ショートステイ） 

    日中活動との連携を取りながら、利用者の家族や主たる介護者の急な都合により 

家庭での介助が困難な場合に備えます。 

    利用者の方それぞれのプライベートを尊重しながらも、互いが助け合い励まし 

あえる家庭的な温かい空間を提供します。 

 

16  地域社会との関わりと開かれた施設 

    廃品回収や屋外清掃の貢献活動、そして調理実習の買出しや散歩、公園でのスポー

ツ活動での交流、また、小・中・高校などの教育機関との連携を取りながら障害を持

った利用者への理解や命の大切さを共に学びます。他の福祉施設と情報を交換し、福

祉活動の向上に努めます。また、随時、見学者の訪問を受付け、開かれた施設を創り

ます。 

 

17    事故防止対策 

    日頃からのヒヤリハット事例の強化やまたそれを踏まえて職員会議等での原因、

対策の意見を出し合い、事故に繋がる前に未然に防ぐ事が出来るよう事故再発防止

に努めます。 

 

18  新型コロナウィルス対策 

    新型コロナウィルスマニュアル、感染症ＢＣＰ規定を作成し、新しい情報を共有出

来る環境も整え、職員間で対応の相違がないように共有する。 

    日中支援の中でも予防対策に務め、安全で安心な施設を運営していく。 

 

19  虐待防止 

    虐待防止委員会規定、身体拘束等の適正化の指針を作成し、今年度は、「虐待防止」

を重点的な課題として取り組み、研修の情報提供や参加を積極的に行っていく。 

 

20  各種マニュアル 

    就業規則、定款、ハラスメントやコンプライアンス等の各種マニュアルを各事業所

の事務所で、職員がいつでも閲覧出来る場所を設置し、周知徹底に努める。 

     

     


